
問…問い合わせ先　

児童
扶養

手当・特別児童扶養手当とは?

　精神や身体に障がいのある20歳未満の子どもについて支給される手当です。

　法令で定める程度以上の障がいがある20歳未満の子どもを監護している父または母、もしくは父母に
代わってその子どもを養育している人に対して支給される手当です。ただし、所得制限があります。

●印鑑
●戸籍謄本
●世帯全員の住民票
●診断書（所定の様式があります）　※省略できる場合があります。
●請求者名義の通帳
　などが必要です。詳しくは、子ども教育課へお問い合わせください。

問 子ども教育課　☎ 932-1459(ダイヤルイン)　☎ 932-1151(内線273)

申請に必要なもの

児童扶養手当とは

特別児童扶養手当とは

　ひとり親家庭（両親の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している家庭）の
生活の安定と自立の促進に貢献し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

　次のいずれかに該当する子ども（※）を、監護している父または母、もしくは父母に代わってその子ど
もを養育している人に支給されます。ただし、所得制限があります。
※ この場合の子どもとは、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある人を指します。なお、特別児童扶

養手当を受けている場合は、20歳未満の子どもを指します。

❶ 父母が婚姻（事実婚を含む）を解消した子ども
❷ 父（母）が死亡した子ども
❸ 父（母）が施行令に定める程度の障がいの状態（年金の障害等級1級程度）にある子ども
❹ 父（母）の生死が明らかでない子ども（遭難など）
❺ 父（母）から一年以上遺棄されている子ども
❻ 父（母）が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
❼ 父（母）が法令により引き続き一年以上拘禁されている子ども
❽ 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

●印鑑　　
●戸籍謄本　　
●世帯全員の住民票
などが必要です。詳しくは、事前に子ども教育課へお問い合わせください。

手当を受けられる人

手当を受けられる人

申請に必要なもの
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荷
受
代
行
サ
�
ビ
ス
に
気
を
付
け
て
！

　ス
マ
ー
ト
フ
�
ン
で
ソ
ー
シ
�
ル

ネ
�
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
を
使
い
、
ア
ル

バ
イ
ト
検
索
を
し
た
。
求
人
欄
と
い
う

の
が
あ
り
開
い
た
ら
、
個
人
名
で
自
分
宛

て
に
メ
ー
ル
が
来
た
。
そ
の
内
容
は﹃
あ

な
た
の
家
に
届
く
荷
物
を
、
こ
ち
ら
が
指

定
す
る
個
人
宅
へ
転
送
し
て
く
れ
た
ら
、

１
回
に
つ
き
５
千
円
を
あ
な
た
の
預
金

口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。﹄と
い
う
内
容

だ
っ
た
。
簡
単
な
仕
事
な
の
に
高
収
入

だ
な
と
思
い
、
さ
っ
そ
く
メ
ー
ル
で
申
し

込
ん
だ
。

　

　お
仕
事
登
録
の
た
め
に
、
運
転
免
許
証

の
写
真
を
ス
マ
ホ
で
撮
っ
て
送
信
す
る

よ
う
指
示
さ
れ
た
。

　そ
の
後
２
か
月
の
間
に
計
５
回
荷
物

が
送
っ
て
き
た
の
で
、
指
定
さ
れ
た
関
東

地
方
の
個
人
宅
に
宅
配
便
で
転
送
し
た
。

荷
物
は
通
信
機
器
と
書
き
、
中
身
は
開
封

し
な
い
ま
ま
転
送
す
る
よ
う
に
と
指
示

さ
れ
た
。
５
千
円
の
報
酬
は
、
約
束
ど
お

り
自
分
の
預
金
通
帳
に
振
り
込
ま
れ
た
。

　半
年
ほ
ど
た
っ
て
、
格
安
ス
マ
ー
ト

フ
�
ン
の
通
信
会
社
２
社
か
ら
、
未
払

い
料
金
の
請
求
が
来
た
。
驚
い
て「
自
分

は
契
約
し
た
覚
え
が
な
い
」と
電
話
し

た
ら
、
解
約
に
は
応
じ
て
く
れ
た
が
、
そ

の
間
利
用
さ
れ
た
通
信
料
金
を
払
う
よ

う
に
言
わ
れ
た
。「
契
約
し
た
と
い
う
ス

マ
ー
ト
フ
�
ン
も
手
元
に
な
く
、
な
ぜ
今

ご
ろ
請
求
す
る
の
か
」と
聞
い
た
ら
、「
途

中
ま
で
ク
レ
ジ
�
ト
カ
ー
ド
で
支
払
わ

れ
て
い
た
が
、
ク
レ
ジ
�
ト
カ
ー
ド
が

解
約
さ
れ
た
の
で
、
直
接
請
求
し
て
い

る
」と
言
わ
れ
た
。「
自
分
は
ク
レ
ジ
�
ト

カ
ー
ド
を
１
枚
も
持
っ
て
い
な
い
」と
主

張
し
た
ら
、
他
人
名
義
の
ク
レ
ジ
�
ト

カ
ー
ド
で
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
。
通
信
機
器
を
５
回
も
転
送
し

て
い
る
の
で
、
残
り
３
社
か
ら
請
求
が
来

た
ら
、
も
う
け
ど
こ
ろ
か
数
十
万
円
の
支

払
い
を
請
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
テ
レ
ビ

な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
で
、
同
じ
よ
う
な
詐
欺

手
口
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
自
分
も
詐

欺
に
遭
っ
た
の
で
は
な
い
か
？

　荷
受
代
行
詐
欺
の
手
口
は
、
運
転
免

許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
の
登
録
時
の

デ
ー
タ
を
使
っ
て
、
詐
欺
業
者
が
本
人

に
な
り
す
ま
し
イ
ン
タ
ー
ネ
�
ト
で
ス

マ
ー
ト
フ
�
ン
を
複
数
契
約
し
、
途
中
ま

で
は
詐
取
し
た
他
人
名
義
の
ク
レ
ジ
�

ト
カ
ー
ド
を
使
っ
て
契
約
を
し
ま
す
。

名
義
を
使
わ
れ
た
ク
レ
ジ
�
ト
カ
ー
ド

名
義
人
が
不
審
な
引
き
落
と
し
に
気
づ

き
ク
レ
ジ
�
ト
カ
ー
ド
を
解
約
し
た
た

め
、
直
接
契
約
者
本
人
に
請
求
が
来
た
と

い
う
も
の
で
す
。
本
人
へ
の
請
求
が
、
遅

れ
て
や
っ
て
く
る
た
め
、
相
談
者
は
被
害

に
気
づ
く
の
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　相
談
者
は
、
勝
手
に
自
分
の
名
前
が
使

わ
れ
て
契
約
さ
せ
ら
れ
た
と
主
張
し
ま

す
が
、
通
信
会
社
か
ら
見
る
と
詐
欺
集
団

に
協
力
し
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
�
ン
の
契
約

を
し
、
他
人
に
転
売
し
た
と
み
な
さ
れ
ま

す
。
警
察
に
相
談
し
て
も「
被
害
に
遭
っ

た
の
は
通
信
会
社
で
あ
り
、
あ
な
た
は
携

帯
電
話
不
正
利
用
防
止
法
に
違
反
し
て

い
る
」と
怒
ら
れ
取
り
合
っ
て
も
ら
え
ま

せ
ん
で
し
た
。

　こ
の
よ
う
に
、
簡
単
な
仕
事
で
儲
か
る

な
ど
と
い
う
話
は
、
信
用
し
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

　ほ
か
に
も
、
パ
ソ
コ
ン
へ
の
簡
単
な
書

き
込
み
作
業
な
ど
と
言
っ
て
、
高
額
な
初

期
費
用
を
払
わ
せ
、
ほ
と
ん
ど
仕
事
も
紹

介
せ
ず
、
業
者
の
住
所
も
架
空
で
実
在
し

な
い
と
い
う
内
職
商
法
詐
欺
が
横
行
し

て
い
ま
す
の
で
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

110番

消

費生活
簡
単
な
仕
事
で
儲
か
る
話
は

信
用
し
な
い
！

 

今
月
の
ポ
イ
ン
ト

相
談
事
例

ア
ド
バ
イ
ス

か
す
や
中
南
部
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　志
免
町
地
域
安
全
安
心
セ

ン
タ
ー
２
階
に
、
か
す
や
中

南
部
地
区
５
町（
志
免
町
、
宇

美
町
、
須
恵
町
、
粕
屋
町
、
篠

栗
町
）が
共
同
運
営
す
る「
か

す
や
中
南
部
広
域
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
」を
開
設
し
て
い
ま

す
。
消
費
生
活
に
関
す
る
苦

情
相
談
や
、
多
重
債
務
問
題

に
関
す
る
相
談
な
ど
を
お
受

け
し
、
解
決
に
向
け
た
助
言

や
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼  

開
設
日

　月
曜
�
金
曜（
祝
日
、
年
末
年
始
は
休
み
）

▼ 

相
談
時
間 

10
時
�
12
時

　13
時
�
15
時
30
分

▼ 

場

　所

　〒
8
1
1

-

2
2
4
4

 

志
免
町
志
免
中
央
１
の
10
の
10（
県
道
68
号
線
大
的
交
差
点
横
）

※ 

最
寄
り
の
公
共
交
通
機
関

 

西
鉄
バ
ス
の「
下
志
免
」「
志
免
体
育
館
」

▼ 

問
い
合
わ
せ
先 

☎
9
3
6
・
1
5
9
4

須
恵
町
消
費
生
活
出
張
相
談
窓
口

▼  

開
設
日

　第
2
・
第
4
月
曜（
祝
日
・
年
末
年
始
は
休
み
）

▼ 

相
談
時
間 

10
時
�
12
時

▼ 

場

　所

　須
恵
町
役
場
2
階

　会
議
室（
地
域
振
興
課
前
）

▼ 

問
い
合
わ
せ
先 

☎
9
3
2
・
1
4
3
8

︻
お
願
い
︼

● 

電
話
で
の
ご
相
談
の
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
お
手
元
に
書
類
な
ど
を
ご
準

備
の
上
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

● 

来
所
相
談
の
際
は
、
事
前
に
電
話
で
必
要
書
類
の
確
認
、
相
談
日
時
の

調
整
を
し
て
い
た
だ
く
と
ス
ム
ー
ズ
に
ご
相
談
い
た
だ
け
ま
す
。

大的交差点

西鉄バス
下志免

西鉄バス
志免
体育館

志免町役場
■

志免町町民体育館■

至 須恵町▲

▲至 二又瀬
県道68号線

志免中央
小学校
■

中の坪
公園
■

P

志免町地域安全安心センター
 1階 糟屋警察署 志免交番
 2階 かすや中南部
　　 広域消費生活センター

消
費
生
活
相
談
の
お
知
ら
せ
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